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1 アンケート調査概要

1 消費者向けアンケート調査
①調査方法

調査対象 調査会社に登録している20歳以上のインターネットモニター

回答者数
・プレ調査数：119,042名
・借入経験者：  3,177名（うち843名が現在残高のある「借入利用者」）
・一般消費者：  3,329名

調査方法 インターネット調査法

調査期間 平成20年11月21日～12月2日

調査主体 日本貸金業協会　企画調査部

調査機関 株式会社エヌ･ティ ･ティ ･データ経営研究所

②調査目的

プレ調査 消費者金融会社、クレジットカード・信販会社等からの借入経験者、ヤミ金融
等非正規事業者からの借入経験者の抽出

借入経験者 借入経験がなければ回答できない項目（総量規制の抵触有無、借入不能時の行動、
ヤミ金融被害の実態等）に関する調査

一般消費者 借入経験の有無にかかわらず、比率を把握できる項目（改正貸金業法の認知、
セーフティネットの認知等）に関する調査

③調査分析における留意点
● 集計表数値の単位は、特に記述がない限り、「回答者数」である。また、各集計表にあ
る“（n=137）等”は、対象となる項目や集計区分における「回答者合計」を示している。
● 前項の「回答者合計」には、「無回答（＝回答可能な設問に対して、選択肢を選ばない、
記入がない回答者）」や「対象外等（＝分岐設問、あるいは、回答者属性によって、回
答が必要ではない回答者）」を含めていない。

5章

資金需要者の現状と動向に関する
アンケート調査結果について
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④標本構成：個人年収別
　当該調査においては、専業主婦を中心とした無収入層も調査対象とした。

収入はない
　（n＝308）

100万円以下
　　（n＝291）

101～200万円
　　　（n＝277）

201～300万円
　　　（n＝448）

301～500万円
　　　（n＝781）

501～700万円
　　　（n＝529）

701～1,000万円
　　　　（n＝395）

1,001万円以上
　　　　（n＝149）

　わからない／
把握していない

9.7%9.7%

9.2%9.2%

8.7%8.7%

14.1%14.1%

24.6%24.6%

16.7%16.7%

12.4%12.4%

4.7%4.7%

0.0%0.0%

収入はない
　（n＝521）

100万円以下
　　（n＝517）

101～200万円
　　　（n＝409）

201～300万円
　　　（n＝426）

301～500万円
　　　（n＝630）

501～700万円
　　　（n＝355）

701～1,000万円
　　　　（n＝243）

1,001万円以上
　　　　（n＝91）

　　　　わからない／
把握していない（n＝137）

15.7%15.7%

15.5%15.5%

12.3%12.3%

12.8%12.8%

18.9%18.9%

10.7%10.7%

7.3%7.3%

2.7%2.7%

4.1%4.1%
（n＝3,329）

■一般消費者

（n＝3,177）

■借入経験者（消費者）

（注 1）一般消費者のサンプル抽出については、H17国勢調査結果を利用して、性別、年代、居住地域（9地域）別の 20歳
　　　　以上の人口割合に基づいた割付を実施
（注 2）収入はない（借入経験者ｎ＝308・一般消費者ｎ＝521）の内訳では、専業主婦の占める割合が、借入経験者 80％、
　　　　一般消費者 76％となっている。 

■100万円以下 ■101～200万円 ■201～300万円 ■301～500万円 ■501～700万円
■701～1,000万円 ■1,001～1,500万円 ■1,501万円以上 ■無回答

20.4%20.4%

8.0%8.0%

14.6%14.6%

34.2%34.2%
33.6%33.6%

12.4%12.4%

18.3%18.3%

8.3%8.3%

■個人年収（過去利用者）■個人年収（現在利用者）

※当報告書では、調査対象者を有職者としているため、無収入層は含まれていない。

16.2%16.2%

8.0%8.0%

2.0%2.0%
0.6%0.6%

0.6%0.6%

14.1%14.1%

6.4%6.4%

1.3%1.3%
0.3%0.3%

0.7%0.7%

（n＝3,349） （n＝9,521）

（参考）消費者のローン利用に関するアンケート調査の分析（消費者金融サービス研究学会　第９回全国大会）
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2 経営者・個人事業主向けアンケート調査
①調査方法

調査対象 調査会社に登録している20歳以上のインターネットモニター

回答者数 ・プレ調査数：131,286名
・借入経験者：  1,117名

調査方法 インターネット調査法

調査期間 平成21年1月5日～1月13日

調査主体 日本貸金業協会　企画調査部

調査機関 株式会社エヌ･ティ ･ティ ･データ経営研究所

②調査目的

プレ調査 事業性資金を貸金業者から借りている経営者・個人事業主、及び個人としての
借入れを事業性資金に流用している経営者・個人事業主の抽出

借入経験者 借入経験がなければ回答できない項目（総量規制の抵触有無、借入不能時の行動、
ヤミ金融被害の実態等）に関する調査

③調査分析における留意点
● 集計表数値の単位は、特に記述がない限り、「回答者数」である。また、各集計表にあ
る“（n=137）等”は、対象となる項目や集計区分における「回答者合計」を示している。
● 前項の「回答者合計」には、「無回答（＝回答可能な設問に対して、選択肢を選ばない、
記入がない回答者）」や「対象外等（＝分岐設問、あるいは、回答者属性によって、回
答が必要ではない回答者）」を含めていない。
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3 標本構成：職業・年商・事業形態・資本金
　当該調査対象者の事業形態構成では、個人事業主 55.3％、会社法人 32.1％、その他
12.6％となっており、うち会社法人については、資本金 2,000 万円未満の企業が 80％を
占める。

　標本構成／職業・年商・事業形態・資本金（会社法人のみ）　

■会社・団体の経営者
■会社・団体の財務・経理担当役員
■自営業者（経営者）

58.6%58.6%

35.6%35.6%

5.7%5.7%

■年　　商■職　　業

500万円未満

　500万円以上
～1,000万円未満

　1,000万円以上
～3,000万円未満

　3,000万円以上
～5,000万円未満

5,000万円以上
　～1億円未満

　1億円以上
～10億円未満

　10億円以上
～100億円未満

100億円以上

わからない／
答えたくない

16.2%16.2%

18.5%18.5%

22.6%22.6%

10.7%10.7%

13.0%13.0%

15.0%15.0%

1.4%1.4%

0.9%0.9%

1.8%1.8%

■会社法人（n＝358）
■その他の事業形態（n＝141）
■自営業者・個人事業主（n＝618）

55.3%55.3%

32.1%32.1%

12.6%12.6%

■資 本 金■事業形態
〈会社法人回答者　n＝358〉〈借入経験者（経営者・個人事業主）　n＝1,117〉

100万円未満

　100万円以上
～500万円未満

　500万円以上
～1,000万円未満

　1,000万円以上
～2,000万円未満

　2,000万円以上
～3,000万円未満

　3,000万円以上
～5,000万円未満

5,000万円以上
　～1億円未満

1億円以上

資本金不明

5.9%5.9%

19.8%19.8%

15.1%15.1%

38.8%38.8%

6.4%6.4%

5.9%5.9%

3.4%3.4%

4.5%4.5%

0.3%0.3%
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2 消費者向けアンケート調査結果

1 申込み・利用の状況
①借入経験
　消費者向けアンケート本調査前のプレ調査として、借入経験の有無を調査。合計回答数
119,042 人の内、借入経験者は 52,506 人（44.1％）、借入未経験者は 66,536 人（55.9
％）であった。
　この借入経験者 52,506 人中、3,177 人が本調査に協力。現在の残高有無における内訳
は、残高あり 843 人（26.5％）、残高なし 2,334 人（73.5％）となっている。

　図表5-1　消費者向けプレ調査結果　

選択肢 回答数 回答率

借りたことがある
（現在も残高あり） 29,099 24.4％

借りたことがある
（現在は残高なし） 23,407 19.7％

借りたことはない
（借入れを申込んだが断られた） 66,536 55.9％

合計 119,042 100.0％

　図表5-2　本調査における残高の有無　

選択肢 回答数 回答率

現在残高がある
（返済中） 843 26.5％

残高はない
（完済済み） 2,334 73.5％

合計 3,177 100.0％

■借りたことがある（現在も残高あり）
■借りたことがある（現在は残高なし）
■借りたことはない（借入れを申込んだが断られた）

55.9%55.9%

24.4%24.4%

19.7%19.7%

■現在残高がある（返済中）
■残高はない（完済済み）

73.5%73.5%

26.5%26.5%
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②認知媒体
　申込みのきっかけとなった媒体を、業態別（［消費者金融］・［クレジット・信販会社］）
および申込時期別（［借入当初］・［直近 1年間］）で見た結果は以下の通り。
　業態間では、かつては消費者金融業態では「テレビ」、クレジット・信販業態では「ダ
イレクトメール（ＤＭ）」が認知媒体の主であったが、直近 1年間では、両者共に「イン
ターネット広告」が認知媒体の主体となってきている。

　図表5-3　借入経験者（消費者）　認知媒体／借入当初　

　図表5-4　借入経験者（消費者）　認知媒体／直近１年間　

インターネット広告
折込チラシ

交通広告（電車・バス・
タクシーでの広告）

口コミ
雑誌広告

新聞広告（一般紙）
新聞広告（スポーツ／夕刊紙）

電柱広告
テレビ

街頭で配られているティッシュ
勧誘の電話・FAX
ダイレクトメール

携帯メール
友人・知人の紹介

その他

16.2%16.2%

3.6%3.6%

3.5%3.5%

3.6%3.6%

4.2%4.2%

4.1%4.1%

2.3%2.3%

1.2%1.2%

31.4%31.4%

9.2%9.2%

0.7%0.7%

2.5%2.5%

0.1%0.1%

12.5%12.5%

4.9%4.9%

インターネット広告
折込チラシ

交通広告（電車・バス・
タクシーでの広告）

口コミ
雑誌広告

新聞広告（一般紙）
新聞広告（スポーツ／夕刊紙）

電柱広告
テレビ

街頭で配られているティッシュ
勧誘の電話・FAX
ダイレクトメール

携帯メール
友人・知人の紹介

その他

15.8%15.8%

3.7%3.7%

1.1%1.1%

5.2%5.2%

4.4%4.4%

3.6%3.6%

0.7%0.7%

0.2%0.2%

11.1%11.1%

1.1%1.1%

0.6%0.6%

20.7%20.7%

0.2%0.2%

14.4%14.4%

17.2%17.2%

〈クレジット・信販会社に申し込んだ経験のある方　n＝2,066〉
■クレジット・信販業態

〈消費者金融に申し込んだ経験のある方　n＝973〉
■消費者金融業態

〈直近１年間で消費者金融に申し込んだ経験のある方　n＝137〉
■消費者金融業態

〈直近１年間でクレジット・信販会社に申し込んだ経験のある方　n＝311〉
■クレジット・信販業態

インターネット広告
折込チラシ

交通広告（電車・バス・
タクシーでの広告）

口コミ
雑誌広告

新聞広告（一般紙）
新聞広告（スポーツ／夕刊紙）

電柱広告
テレビ

街頭で配られているティッシュ
勧誘の電話・FAX
ダイレクトメール

携帯メール
友人・知人の紹介

その他

55.5%55.5%

2.2%2.2%

2.9%2.9%

3.7%3.7%

2.2%2.2%

1.5%1.5%

1.5%1.5%

0.7%0.7%

14.6%14.6%

0.7%0.7%

2.9%2.9%

1.5%1.5%

0.7%0.7%

4.4%4.4%

5.1%5.1%

インターネット広告
折込チラシ

交通広告（電車・バス・
タクシーでの広告）

口コミ
雑誌広告

新聞広告（一般紙）
新聞広告（スポーツ／夕刊紙）

電柱広告
テレビ

街頭で配られているティッシュ
勧誘の電話・FAX
ダイレクトメール

携帯メール
友人・知人の紹介

その他

42.4%42.4%

3.9%3.9%

0.6%0.6%

2.9%2.9%

2.6%2.6%

1.6%1.6%

0.3%0.3%

0.6%0.6%

7.4%7.4%

0.3%0.3%

1.0%1.0%

17.0%17.0%

0.3%0.3%

5.8%5.8%

13.2%13.2%
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③借入申込結果
　直近１年間で借入れの申込経験のある先（消費者金融：137人、クレジット・信販会社：
311 人）に対し、その結果について調査を行った。
　消費者金融への申込みでは、希望通りの借入れができた先は 61.3％。残る 38.7％は融
資を断られたり、希望額の借入れができない結果となっている。
　一方クレジット・信販会社への申込みでは、希望通りの借入れができた先が 75.9％で
業態間の差が大きく出る結果となった。

　図表5-5　借入申込結果／借入経験者（消費者）　

選択肢
消費者金融会社 クレジットカード会社・

信販会社

回答数 回答率 回答数 回答率

最終的に希望通りの金額で借入れできた 84 61.3％ 236 75.9％

最終的に借入れできたが、希望通りの金額ではなかった 20 14.6％ 29 9.3％

希望通りの金額ではなかったので最終的に借入れをやめた 7 5.1％ 14 4.5％

借入れを申し込んだが最終的に断られた
（最終的に借入れできなかった） 26 19.0％ 32 10.3％

合計 137 100.0％ 311 100.0％

■最終的に希望通りの金額で借入れできた
■最終的に借入れできたが、希望通りの金額ではなかった
■希望通りの金額ではなかったので最終的に借入れをやめた
■借入れを申し込んだが最終的に断られた（最終的に借入れできなかった）

5.1%5.1%

61.3%61.3%
14.6%14.6%

19.0%19.0%

4.5%4.5%

75.9%75.9%

9.3%9.3%

10.3%10.3%

■クレジット・信販業態■消費者金融業態
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④希望通りの借入れができなかった先のその後の行動
　次に、希望通りの借入れができなかった先に対し、その後の行動について調査を行った。
調査は、前記設問で借入れを断念した資金需要者（「希望通りの金額ではなかったので借
入れをやめた」、「借入れを申し込んだが断られた」回答者 59名）と、借入額が不足した
資金需要者（「借入れできたが希望額に満たなかった」回答者 39名）を合わせて、それ
ぞれのその後の行動を調査した。
「支出をあきらめた・支出を抑えた」という回答が 57.1％である一方、4割程度は他の
何らかの手段で資金を手当てしている結果となった。
　また、この 4割の回答者の資金使途は、手段に関わらず「生活費の補てん」が多い。
また「借入金返済への充当」、「事業資金の補てん」、「教育費」目的のために資金手当てを
しているという傾向が出ている。

　図表5-6　借入れを断念および借入額が不足した資金需要者（消費者）の行動　

選択肢 回答数 回答率

家族や親族から借りた 20 20.4％

友人・知人から借りた 12 12.2％

支出をあきらめた／支出を抑えた 56 57.1％

パートやアルバイトをするなど収入を増やす努力をした 15 15.3％

自己破産など債務整理の手続きを申請した 3 3.1％

ヤミ金融等非正規の業者を探した 7 7.1％

保有資産を売却した 3 3.1％

他者・相談窓口に相談した 4 4.1％

その他 5 5.1％

わからない／覚えていない 5 5.1％

回答者数 98 -

（注）重複回答があるため nは一致しない。

家族や親族から借りた

友人・知人から借りた

支出をあきらめた／支出を抑えた

パートやアルバイトをするなど収入を増やす努力をした

自己破産など債務整理の手続きを申請した

ヤミ金融等非正規の業者を探した

保有資産を売却した

他者・相談窓口に相談した

その他

わからない／覚えていない

20.4%20.4%

12.2%12.2%

57.1%57.1%

15.3%15.3%

3.1%3.1%

7.1%7.1%

3.1%3.1%

4.1%4.1%

5.1%5.1%

5.1%5.1%
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　図表5-7　何らかの手段にて資金を手当てしている回答者の資金使途　

生活費の
補てん

借入金返済
への充当 医療費 物品購入 お小遣い

の補てん 教育費 事業資金
の補てん その他 合計

家族や親族から借りた
9 4 1 0 1 1 4 0 20

45.0％ 20.0％ 5.0％ 0.0％ 5.0％ 5.0％ 20.0％ 0.0％ 100.0％

友人・知人から借りた
3 2 0 0 2 1 4 0 12

25.0％ 16.7％ 0.0％ 0.0％ 16.7％ 8.3％ 33.3％ 0.0％ 100.0％

パートやアルバイトをするなど収入を増
やす努力をした

4 7 1 1 1 0 1 0 15
26.7％ 46.7％ 6.7％ 6.7％ 6.7％ 0.0％ 6.7％ 0.0％ 100.0％

ヤミ金融等非正規の業者を探した
3 0 0 0 0 0 3 1 7

42.9％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 42.9％ 14.3％ 100.0％

保有資産を売却した
2 0 0 0 0 1 0 0 3

66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 100.0％

合計
21 13 2 1 4 3 12 1 57

36.8％ 22.8％ 3.5％ 1.8％ 7.0％ 5.3％ 21.1％ 1.8％ 100.0％

⑤資金使途
　借入経験者（消費者）について、借入資金使途を調査。業態間の結果に差異は見られず、
いずれも「生活費の補てん」、「借入金返済への充当」の順で回答が多かった。
　特に「生活費の補てん」は両業態で 30％を超える資金使途となっており、１/３以上の
資金需要者はこの理由で借入れを行っていることがわかった。

　図表5-8　借入金の資金使途　

〈直近１年間で消費者金融に
申し込んだ経験のある方　n＝137〉

■消費者金融業態
〈直近１年間でクレジット・信販会社に
申し込んだ経験のある方　n＝311〉

■クレジット・信販業態

生活費の補てん
借入金返済への充当

医療費
冠婚葬祭費
物品購入

レジャー／旅行
外食などの飲食費

趣味／娯楽（非ギャンブル）
ギャンブル費

お小遣いの補てん
引越し費用
教育費

事業資金の補てん
その他

34.3%34.3%
20.4%20.4%

3.7%3.7%
3.7%3.7%
2.9%2.9%

5.1%5.1%
1.5%1.5%

3.7.%3.7.%
2.9%2.9%
3.7%3.7%

0.0%0.0%
1.5%1.5%

10.2%10.2%
6.6%6.6%

生活費の補てん
借入金返済への充当

医療費
冠婚葬祭費
物品購入

レジャー／旅行
外食などの飲食費

趣味／娯楽（非ギャンブル）
ギャンブル費

お小遣いの補てん
引越し費用

教育費
事業資金の補てん

その他

33.8%33.8%
14.8%14.8%

1.9%1.9%
1.3%1.3%

14.8%14.8%
5.8%5.8%

0.3%0.3%
8.0%8.0%

1.0%1.0%
2.9%2.9%

0.0%0.0%
6.1%6.1%

3.9%3.9%
5.5%5.5%

生活費の補てん
借入金返済への充当

医療費
物品購入

お小遣いの補てん
教育費

事業資金の補てん
その他

36.8%36.8%
22.8%22.8%

3.5%3.5%
1.8%1.8%

7.0%7.0%
5.3%5.3%

21.1%21.1%
1.8%1.8%



第
５
章　

資
金
需
要
者
の
現
状
と
動
向
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
つ
い
て

114

⑥完済方法
　借入経験者（消費者）3,177 人中、「現在残高がない」と回答した 2,334 人に対し、借
入金の完済方法の調査を行った。
「約定どおりに返済を行って完済した」の回答が最も多く 74.4％の回答者がこの項目を
選択している。

　図表5-9　借入経験者（現在残高なし）の完済方法　

選択肢 回答数 回答率

約定通りに返済を行って完済した 1,737 74.4％

預貯金を取り崩して返済した 448 19.2％

資産（不動産、有価証券等）を売却して返済した 78 3.3％

友人や知人から借入れをして返済した 20 0.9％

家族や親族から借入れをして返済した 176 7.5％

利息返還請求を行った 23 1.0％

自己破産等法的な債務整理を行った 102 4.4％

その他 36 1.5％

回答者数 2,334 -

（注）重複回答があるため nは一致しない。

約定通りに返済を行って完済した

預貯金を取り崩して返済した

資産（不動産、有価証券等）を売却して返済した

友人や知人から借入れをして返済した

家族や親族から借入れをして返済した

利息返還請求を行った

自己破産等法的な債務整理を行った

その他

74.4%74.4%

19.2%19.2%

3.3%3.3%

0.9%0.9%

7.5%7.5%

1.0%1.0%

4.4%4.4%

1.5%1.5%
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2 貸金業法改正の認知状況
①一般消費者回答結果
　貸金業法の改正について「内容も含めてよく知っている」「ある程度は知っている」は
合わせて 21％にとどまり、「内容を理解していない」「改正を知らない」「貸金業法を知ら
ない」という回答が約 8割を占める結果となった。

　図表5-10　貸金業法改正の認知状況／一般消費者　
〈一般消費者　n＝3,329〉

選択肢 回答数 回答率

内容も含めてよく知っている 83 2.5％

詳しい内容はわからないがある程度は知っている 612 18.4％

聞いたことはあるが、内容は理解していない 1,070 32.1％

改正されたことをまったく知らない 726 21.8％

貸金業法を知らない 838 25.2％

合計 3,329 100.0％

②借入利用者回答結果
　借入経験者（消費者）3,177名のうち、回答者を現在借入残高がある方843名（以下「借
入利用者」という）に限定し、一般消費者の回答結果と比較すると、認知率は若干高くな
るが、それでも「内容も含めてよく知っている」「ある程度は知っている」は合わせて 40
％にとどまり、「内容を理解していない」「改正を知らない」「貸金業法を知らない」とい
う回答が 60％を占める結果となった。

　図表5-11　貸金業法改正の認知状況／借入利用者　
〈借入利用者（現在残高あり）　n＝843〉

選択肢 回答数 回答率

内容も含めてよく知っている 50 5.9％

詳しい内容はわからないがある程度は知っている 284 33.7％

聞いたことはあるが、内容は理解していない 304 36.1％

改正されたことをまったく知らない 107 12.7％

貸金業法を知らない 98 11.6％

合計 843 100.0％

■内容も含めてよく知っている
■詳しい内容はわからないがある程度は知っている
■聞いたことはあるが、内容は理解していない
■改正されたことをまったく知らない
■貸金業法を知らない

21.8%21.8%

18.4%18.4%

32.1%32.1%

25.2%25.2%

2.5%2.5%

■内容も含めてよく知っている
■詳しい内容はわからないがある程度は知っている
■聞いたことはあるが、内容は理解していない
■改正されたことをまったく知らない
■貸金業法を知らない

12.7%12.7%
33.7%33.7%

36.1%36.1%

11.6
%

11.6
%

5.9%5.9%
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③改正項目別認知状況
　借入利用者（現在残高あり）843 名のうち、貸金業法改正について「内容も含めてよ
く知っている」「詳しい内容はわからないがある程度は知っている」と回答された方 334
名に、具体的に知っている項目について調査したところ、85％の回答者が「上限金利が
利息制限法の金利に引き下げられる」を選択した一方、その他の項目（総量規制、収入証
明の提出、信用情報機関への登録　等）は 11.7％～ 38.0％にとどまる結果となった。
　この結果から改正項目別の認知率は、最も認知されている上限金利引下げで 33.7％、
それ以外の項目では、現在残高のある借入利用者に限定しても 4.6％～ 15.0％という低
い状況であることがわかった。

　図表5-12　改正項目別の認知状況　

〈貸金業法改正について認知している回答者　n＝334〉

選択肢 回答数 回答率 認知率

借入れできる総額が年収の３分の１までになる 127 38.0％ 15.0％

１社あたりの融資額が50万円を超える場合、もしくは借入総額が
100万円を超える場合には、年収証明書の提出が必要となる 109 32.6％ 12.9％

収入のない配偶者による借入れの際は、収入のある配偶者の資力
調査が行われ、同意取得も必要となる 39 11.7％ 4.6％

上限金利が利息制限法の金利に引き下げられる 284 85.0％ 33.7％

借入情報は全て指定信用情報機関に登録される 115 34.4％ 13.6％

わからない／当てはまらない 12 3.6％ 1.4％

回答者数 334 - -

（注１）回答率は、「貸金業法改正について認知している回答者 n＝ 334」における認知項目の割合。
（注２）認知率は、「借入利用者（現在残高あり）n＝ 843」における認知項目の割合。
（注３）重複回答があるため nは一致しない。

借入れできる総額が年収の３分の１までになる

１社あたりの融資額が50万円を超える場合、もしくは借入総額が
　　100万円を超える場合には、年収証明書の提出が必要となる

　収入のない配偶者による借入れの際は、収入のある
配偶者の資力調査が行われ、同意取得も必要となる

上限金利が利息制限法の金利に引き下げられる

借入情報は全て指定信用情報機関に登録される

わからない／当てはまらない

15.0%15.0%

12.9%12.9%

4.6%4.6%

33.7%33.7%

13.6%13.6%

1.4%1.4%
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④借入利用者の職種別認知状況　
　借入経験者（一般個人）（現在借入残高あり）の職種と貸金業法改正の認知度の関係を
調査した結果、全般的に認知度が低い結果となったが、中でも特に、「専業主婦」「兼業主
婦」「フリーター等」の比率が低い結果となった。

　図表5-13　借入利用者の職種別認知状況　

〈借入利用者（現在残高あり）　n＝843〉

給与所得者 経営者・役員 専門職 自営業 農林漁業 フリーター等 専業主婦 兼業主婦 無職 その他

回答数 回答率 回答数 回答率 回答数 回答率 回答数 回答率 回答数 回答率 回答数 回答率 回答数 回答率 回答数 回答率 回答数 回答率 回答数 回答率

内容も含めてよく知ってい
る 34 6.5％ 3 7.9％ 4 10.3％ 6 6.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 2 10.5％ 1 5.9％

詳しい内容はわからないが
ある程度は知っている 178 34.1％ 13 34.2％ 9 23.1％ 44 44.0％ 1 50.0％ 7 31.8％ 9 15.0％ 7 29.2％ 8 42.1％ 8 47.1％

聞いたことはあるが、内容
は理解していない 190 36.4％ 18 47.4％ 16 41.0％ 32 32.0％ 0 0.0％ 9 40.9％ 21 35.0％ 8 33.3％ 7 36.8％ 3 17.6％

改正されたことをまったく
知らない 72 13.8％ 1 2.6％ 6 15.4％ 8 8.0％ 0 0.0％ 3 13.6％ 12 20.0％ 3 12.5％ 0 0.0％ 2 11.8％

貸金業法を知らない 48 9.2％ 3 7.9％ 4 10.3％ 10 10.0％ 1 50.0％ 3 13.6％ 18 30.0％ 6 25.0％ 2 10.5％ 3 17.6％

合計 522 100.0％ 38 100.0％ 39 100.0％ 100 100.0％ 2 100.0％ 22 100.0％ 60 100.0％ 24 100.0％ 19 100.0％ 17 100.0％

〈現在借入残高のある回答者　n＝843〉

給与所得者

経営者・役員

専門職

自営業

農林漁業

フリーター等

専業主婦

兼業主婦

無職

その他

34.1%34.1% 13.8%13.8%6.5%6.5% 36.4%36.4% 9.2%9.2%

34.2%34.2%

2.6%2.6%

7.9%7.9% 47.4%47.4% 7.9%7.9%

23.1%23.1% 15.4%15.4%10.3%10.3% 41.0%41.0% 10.3%10.3%

44.0%44.0% 8.0%8.0%6.0%6.0% 32.0%32.0% 10.0%10.0%

50.0%50.0%50.0%50.0%

40.9%40.9% 13.6%13.6%31.8%31.8% 13.6%13.6%

35.0%35.0% 30.0%30.0%15.0%15.0% 20.0%20.0%

33.3%33.3% 25.0%25.0%29.2%29.2% 12.5%12.5%

36.8%36.8%42.1%42.1%10.5%10.5% 10.5%10.5%

47.1%47.1% 11.8%11.8%5.9%5.9% 17.6%17.6% 17.6%17.6%

■内容も含めてよく知っている　　　　　　　　■詳しい内容はわからないがある程度は知っている
■聞いたことはあるが、内容は理解していない　■改正されたことをまったく知らない
■貸金業法を知らない
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⑤専業主婦の消費者ローン利用動向
　総量規制の導入により大きな影響を受けることが予想されている専業主婦（主夫）の利
用動向について調査。専業主婦の消費者ローン利用経験率は28.7％という結果となった。

　図表5-14　消費者ローンの利用率　
〈一般消費者　n＝3,329〉

⑥専業主婦の借入パターンや特徴
　専業主婦の現状をより詳細に把握するため、「借入経験者向けアンケート調査」において、
「資金使途」「月間削減可能な支出額」について調査。資金使途は、生活費の補てんが
27.3％と最も高く、次いで「物品購入」（20.2％）、「その他借入金返済への充当」（19.2％）、
「教育費」（9.1％）という結果となった。

　図表5-15　専業主婦の法改正認知度　
〈借入経験者（消費者）3,177名中、現在借入残高のある専業主婦　n＝60〉

給与所得者
（n＝1,373）

経営者・役員
　　（n＝70）

専門職
（n＝120）

自営業
（n＝283）

農林漁業
（n＝15）

フリーター等
　　（n＝104）

専業主婦
（n＝679）

兼業主婦
（n＝187）

　無職
（n＝287）

その他
（n＝211）

27.2%27.2% 22.4%22.4% 50.4%50.4%

31.4%31.4% 22.9%22.9% 45.7%45.7%

27.5%27.5% 19.2%19.2% 53.3%53.3%

29.7%29.7% 29.7%29.7% 40.6%40.6%

33.3%33.3% 26.7%26.7% 40.0%40.0%

15.4%15.4% 24.0%24.0% 60.6%60.6%

11.3%11.3% 17.4%17.4% 71.3%71.3%

21.9%21.9% 21.9%21.9% 56.2%56.2%

10.8%10.8% 31.0%31.0% 58.2%58.2%

14.2%14.2% 11.4%11.4% 74.4%74.4%

■借りたことがある（現在も残高あり）
■借りたことがある（現在は残高なし）
■借りたことはない　または　借入れを申し込んだが断られた

■内容も含めてよく知っている
■詳しい内容はわからないがある程度は知っている
■聞いたことはあるが、内容は理解していない
■改正されたことをまったく知らない
■貸金業法を知らない

20.0%20.0%

15.0%15.0%

35.0%35.0%

30.0%30.0%
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　図表5-16　専業主婦の資金使途　

　図表5-17　職種別借入経験者の削減可能な支出額　

　
給与所得者
　（n＝409）

経営者・役員
　　（n＝28）

専門職
（n＝31）

自営業
（n＝78）

農林漁業
　（n＝2）

フリーター等
　　　（n＝17）

専業主婦
（n＝46）

兼業主婦
（n＝19）

　無職
（n＝16）

その他
（n＝16）

平均削減額
約34千円

約51千円

約40千円

約39千円

約28千円

約17千円

約27千円

約28千円

約33千円

約38千円

5.1%5.1%
43.5%43.5% 32.0%32.0% 8.3%8.3% 5.6%5.6%

2.4%2.4% 0.2%0.2%

2.7%2.7%

21.4%21.4% 35.7%35.7% 28.6%28.6% 7.1%7.1%
3.6%3.6% 3.6%3.6%3.2%3.2%

35.5%35.5% 32.3%32.3% 19.4%19.4% 6.5%6.5%
3.2%3.2%

7.7%7.7% 32.1%32.1% 41.0%41.0% 6.4%6.4% 6.4%6.4%

50.0%50.0% 50.0%50.0%

17.6%17.6% 64.7%64.7% 11.8%11.8% 5.9%5.9%

21.7%21.7% 37.0%37.0% 26.1%26.1%
4.3%4.3%

2.2%2.2% 2.2%2.2%

2.6%2.6%

2.6%2.6% 1.3%1.3%

6.5%6.5%

36.8%36.8% 10.5%10.5% 42.1%42.1% 10.5%10.5%

6.3%6.3% 50.0%50.0% 25.0%25.0% 12.5%12.5% 6.3%6.3%

18.8%18.8% 37.5%37.5% 37.5%37.5% 6.3%6.3%

■１万円未満 ■１万円以上～３万円未満 ■３万円以上～５万円未満 ■５万円以上～７万円未満
■７万円以上～10万円未満 ■10万円以上～15万円未満 ■15万円以上～20万円未満 ■20万円以上～25万円未満
■25万円以上 ■わからない

〈借入経験者（消費者）3,177名中、
資金使途について回答した専業主婦　n＝99〉

■専業主婦
〈借入経験者（消費者）3,177名中、
削減可能な支出額についての回答者　n＝1,426〉

■借入経験者全体　参考

生活費の補てん
その他の借入金返済への充当

医療費
冠婚葬祭費
物品購入

レジャー／旅行
外食などの飲食費

趣味／娯楽（非ギャンブル）
ギャンブル費

お小遣いの補てん
引越し費用
教育費

事業資金の補てん
その他

27.3%27.3%
19.2%19.2%

3.0%3.0%
2.0%2.0%

20.2%20.2%
5.1%5.1%

2.0%2.0%
1.0%1.0%
2.0%2.0%

5.1%5.1%
1.0%1.0%

9.1%9.1%
2.0%2.0%

1.0%1.0%

生活費の補てん
その他の借入金返済への充当

医療費
冠婚葬祭費
物品購入

レジャー／旅行
外食などの飲食費

趣味／娯楽（非ギャンブル）
ギャンブル費

お小遣いの補てん
引越し費用
教育費

事業資金の補てん
その他

29.6%29.6%
13.7%13.7%

1.9%1.9%
2.0%2.0%

14.2%14.2%
5.8%5.8%

1.5%1.5%
5.9%5.9%

2.3%2.3%
4.3%4.3%

0.9%0.9%
7.0%7.0%
6.9%6.9%

3.9%3.9%
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3 総量規制の影響
①借入総額の年収比率（総量規制に抵触する比率）
　消費者金融会社から借入れのある顧客の44％が、年収の1/3を超える借入れがある（総
量規制に抵触する）と回答。

　図表5-18　消費者金融利用者（現在残高あり）の総量規制による影響／年収比率　
〈借入利用者（現在残高あり）843名中、消費者金融利用者　n＝209〉

回答数 回答率

年収の1/3以下の方 117 56.0％

年収の1/3を超える方 92 44.0％

合計 209 100.0％

②新たな借入れができなくなった場合の行動
　消費者金融会社から借入れのある回答者の約 68％が「生活費を切り詰める」「収入を増
やす」「保有資産を売却する」という回答となった。「家族・親族・友人から借りる」、「債
務整理手続きを行う」といった回答も18％程度存在。また、1.9％が「ヤミ金融等非正規
業者から借りる」と回答。
　半数以上（57％）が「生活費を切り詰める」等で対応するという回答である一方、34％程
度は他の何らかの手段で資金を手当てしようとする結果となった。この 34％の回答者の
資金使途は、資金手当て手段に関わらず「生活費の補てん」「借入金返済への充当」が多い。

　図表5-19　消費者金融利用者（現在残高あり）の新たな借入れができなくなった場合の行動　
〈借入利用者（現在残高あり）843名中、消費者金融利用者　n＝209〉

選択肢
優先度の高いもの

回答数 回答率
生活費を切り詰めて、借入金を返
済する 99 47.4％

生活水準を落とさず、毎月のやり
くりの中で、借入金を返済する 20 9.6％

アルバイト等により収入を増やす
（配偶者のパート等含め） 37 17.7％

家族や親族から借りる 21 10.0％

友人・知人から借りる 5 2.4％

返済をあきらめて、自己破産など
債務整理の手続きを申請する 11 5.3％

ヤミ金融等非正規業者から借りる 4 1.9％

保有資産を売却する 5 2.4％

返済ができないため、他者・相談
窓口に相談する 4 1.9％

その他 2 1.0％

わからない 1 0.5％

合計 209 100.0％

■年収の 1/3 以下の方
■年収の 1/3 を超える方

44.0%44.0%
56.0%56.0%

生活費を切り詰めて、
借入金を返済する

生活水準を落とさず、毎月のやり
くりの中で、借入金を返済する

アルバイト等により収入を増やす
　　　（配偶者のパート等含め）

家族や親族から借りる

友人・知人から借りる

返済をあきらめて、自己破産など
　債務整理の手続きを申請する

　　　　　ヤミ金融等
非正規業者から借りる

保有資産を売却する

　　返済ができないため、
他者・相談窓口に相談する

その他

わからない

47.4%47.4%

9.6%9.6%

17.7%17.7%

10.0%10.0%

2.4%2.4%

5.3%5.3%

1.9%1.9%

2.4%2.4%

1.9%1.9%

1.0%1.0%

0.5%0.5%
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　図表5-20　他の何らかの手段で資金を手当てしようとする回答者の資金使途　

〈借入利用者（現在残高あり／消費者金融利用者）209名中、何らかの手段にて資金を手当てしている回答者　n＝72〉

生活費の
補てん

借入金返済
への充当 医療費 冠婚

葬祭費
レジャー
／旅行

外食など
の飲食費

趣味／娯楽
（非ギャンブ

ル）

ギャンブル
費

お小遣い
の補てん

事業資金
の補てん その他 小計 無回答 合計

アルバイト等により収入を増や
す（配偶者のパート等含め）

5 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 13 24 37

38.5％ 23.1％ 7.7％ 15.4％ 0.0％ 7.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 7.7％ 0.0％ 100.0％ - -

家族や親族から借りる
3 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 12 9 21

25.0％ 50.0％ 8.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 8.3％ 0.0％ 8.3％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ - -

友人・知人から借りる
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 5

33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ - -

ヤミ金融等非正規業者から借り
る

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 4

25.0％ 25.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 25.0％ 25.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ - -

保有資産を売却する
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 5

0.0％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 33.3％ 0.0％ 33.3％ 100.0％ - -

合計
10 11 2 2 1 1 2 1 3 1 1 35 37 72

28.6％ 31.4％ 5.7％ 5.7％ 2.9％ 2.9％ 5.7％ 2.9％ 8.6％ 2.9％ 2.9％ 100.0％ - -

生活費の補てん

借入金返済への充当

医療費

冠婚葬祭費

レジャー／旅行

外食などの飲食費

趣味／娯楽（非ギャンブル）

ギャンブル費

お小遣いの補てん

事業資金の補てん

その他

28.6%28.6%

31.4%31.4%

5.7%5.7%

5.7%5.7%

2.9%2.9%

2.9%2.9%

5.7%5.7%

2.9%2.9%

8.6%8.6%

2.9%2.9%

2.9%2.9%
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　図表5-21　削減可能な生活費　

削減
しない

～20％
削減

20％～
40％削減

40％～
60％削減

60％～
80％削減

80％～
100％

元々支出
がない 合計

野菜や肉、魚、米、果物といった食料品 29 43 13 7 2 1 4 99
29.3％ 43.4％ 13.1％ 7.1％ 2.0％ 1.0％ 4.0％ 100.0％

お菓子、アルコール、コーヒーなどの嗜好品 10 32 15 20 12 9 1 99
10.1％ 32.3％ 15.2％ 20.2％ 12.1％ 9.1％ 1.0％ 100.0％

外食費 5 18 15 18 23 13 7 99
5.1％ 18.2％ 15.2％ 18.2％ 23.2％ 13.1％ 7.1％ 100.0％

家賃 67 5 2 1 0 0 24 99
67.7％ 5.1％ 2.0％ 1.0％ 0.0％ 0.0％ 24.2％ 100.0％

光熱・水道費 33 43 7 5 2 0 9 99
33.3％ 43.4％ 7.1％ 5.1％ 2.0％ 0.0％ 9.1％ 100.0％

冷蔵庫、洗濯機、自動車といった耐久消費財の購入 14 28 5 11 9 18 14 99
14.1％ 28.3％ 5.1％ 11.1％ 9.1％ 18.2％ 14.1％ 100.0％

洋服や靴などの購入 9 27 13 15 17 15 3 99
9.1％ 27.3％ 13.1％ 15.2％ 17.2％ 15.2％ 3.0％ 100.0％

薬代・医療費 42 21 5 10 8 4 9 99
42.4％ 21.2％ 5.1％ 10.1％ 8.1％ 4.0％ 9.1％ 100.0％

交通費（自家用車のガソリン代を含む） 28 33 11 12 5 4 6 99
28.3％ 33.3％ 11.1％ 12.1％ 5.1％ 4.0％ 6.1％ 100.0％

電話代 23 42 16 7 7 3 1 99
23.2％ 42.4％ 16.2％ 7.1％ 7.1％ 3.0％ 1.0％ 100.0％

書籍や旅行、趣味にかかる費用などの教育娯楽費 11 26 14 11 14 16 7 99
11.1％ 26.3％ 14.1％ 11.1％ 14.1％ 16.2％ 7.1％ 100.0％

交際費 10 16 13 26 17 9 8 99
10.1％ 16.2％ 13.1％ 26.3％ 17.2％ 9.1％ 8.1％ 100.0％

税金（納付の先送り）
（住民税、自動車税、事業税、相続税など）

69 12 4 5 4 3 2 99
69.7％ 12.1％ 4.0％ 5.1％ 4.0％ 3.0％ 2.0％ 100.0％

年金保険料・健康保険料（支払いの先送り） 67 13 2 6 1 5 5 99
67.7％ 13.1％ 2.0％ 6.1％ 1.0％ 5.1％ 5.1％ 100.0％

授業料・給食費など義務としての教育費
（支払いの先送り）

44 10 2 1 0 1 41 99
44.4％ 10.1％ 2.0％ 1.0％ 0.0％ 1.0％ 41.4％ 100.0％

塾の月謝など、義務ではない教育費 30 9 4 1 1 3 51 99
30.3％ 9.1％ 4.0％ 1.0％ 1.0％ 3.0％ 51.5％ 100.0％

その他 32 0 0 0 1 0 66 99
32.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.0％ 0.0％ 66.7％ 100.0％

食料品
嗜好品
外食費
家賃

光熱・水道費
耐久消費財の購入

洋服や靴などの購入
薬代・医療費

交通費
電話代

教育娯楽費
交際費
税金

年金保険料・健康保険料
授業料・給食費など義務としての教育費

義務ではない教育費
その他

29.3%29.3%
2.0%2.0%

43.4%43.4%
1.0%1.0%

13.1%13.1%
4.0%4.0%

10.1%10.1% 12.1%12.1%32.3%32.3% 9.1%9.1%15.2%15.2%
1.0%1.0%

5.1%5.1% 23.2%23.2%18.2%18.2% 13.1%13.1%15.2%15.2% 7.1%7.1%

67.7%67.7% 24.2%24.2%5.1%5.1%
2.0%2.0%

33.3%33.3%
2.0%2.0%

43.4%43.4% 9.1%9.1%7.1%7.1%

14.1%14.1% 9.1%9.1%28.3%28.3% 18.2%18.2%5.1%5.1% 14.1%14.1%

9.1%9.1% 17.2%17.2%27.3%27.3% 15.2%15.2%13.1%13.1%
3.0%3.0%

42.4%42.4% 8.1%8.1%21.2%21.2%
4.0%4.0%

5.1%5.1% 9.1%9.1%

28.3%28.3% 5.1%5.1%33.3%33.3%
4.0%4.0%

11.1%11.1% 6.1%6.1%

23.2%23.2% 7.1%7.1%42.4%42.4%
3.0%3.0%

16.2%16.2%
1.0%1.0%

11.1%11.1% 14.1%14.1%26.3%26.3% 16.2%16.2%14.1%14.1% 7.1%7.1%

10.1%10.1% 17.2%17.2%16.2%16.2% 9.1%9.1%13.1%13.1% 8.1%8.1%

69.7%69.7%
4.0%4.0%

12.1%12.1%
3.0%3.0%4.0%4.0%

2.0%2.0%

67.7%67.7%
1.0%1.0%

13.1%13.1% 5.1%5.1%
2.0%2.0%

5.1%5.1%

44.4%44.4%
1.0%1.0%

1.0%1.0%
10.1%10.1%

7.1%7.1%

20.2%20.2%

18.2%18.2%
1.0%1.0%

5.1%5.1%

11.1%11.1%

15.2%15.2%

10.1%10.1%

12.1%12.1%

7.1%7.1%

11.1%11.1%

26.3%26.3%

5.1%5.1%

6.1%6.1%
2.0%2.0%

41.4%41.4%

30.3%30.3%
1.0%1.0%

1.0%1.0%
9.1%9.1%

3.0%3.0%

4.0%4.0%
51.5%51.5%

32.3%32.3%
1.0%1.0%

66.7%66.7%

■削減しない　■～20％削減　■20％～40％削減　■40％～60％削減　
■60％～80％削減　■80％～100％削減　■元々支出がない
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③総量規制に抵触する回答者の特性
　消費者金融会社から借入れのある顧客の個人年収で見た場合、年収が下がるほど、総量
規制に抵触する割合が増加している傾向となった。
　また、年代については、全ての年代において 33.3％～ 48.6％の方が総量規制に抵触し
ているという結果となった。

　図表5-22　消費者金融利用者（現在残高あり）の総量規制に抵触する層 × 個人年収　

〈借入利用者（現在残高あり／消費者金融利用者）　n＝209〉
収入はない
（主婦等）

100万円
以下

101～200
万円以下

201～300
万円以下

301～500
万円以下

501～700
万円以下

701～1,000
万円以下

1,001万円
以上 総計

年収の1/3以下
回答数 0 3 8 13 43 28 16 6 117

回答率 0.0％ 23.1％ 61.5％ 44.8％ 59.7％ 63.6％ 72.7％ 75.0％ 56.0％

年収の1/3を超える
回答数 8 10 5 16 29 16 6 2 92

回答率 100.0％ 76.9％ 38.5％ 55.2％ 40.3％ 36.4％ 27.3％ 25.0％ 44.0％

合計
回答数 8 13 13 29 72 44 22 8 209

回答率 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

　図表5-23　消費者金融利用者（現在残高あり）の総量規制に抵触する層 × 年代　

〈借入利用者（現在残高あり／消費者金融利用者）　n＝209〉
20代 30代 40代 50代 60代以上 総計

年収の1/3以下
15 41 38 19 4 117

60.0％ 56.2％ 51.4％ 61.3％ 66.7％ 56.0％

年収の1/3を超える
10 32 36 12 2 92

40.0％ 43.8％ 48.6％ 38.7％ 33.3％ 44.0％

合計
25 73 74 31 6 209

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

収入はない（主婦等）
100万円以下

101～200万円以下
201～300万円以下
301～500万円以下
501～700万円以下
701～1,000万円以下

1,001万円以上
総計

100.0%100.0%
23.1%23.1% 76.9%76.9%

61.5%61.5% 38.5%38.5%
44.8%44.8% 55.2%55.2%

59.7%59.7% 40.3%40.3%
63.6%63.6% 36.4%36.4%

72.7%72.7% 27.3%27.3%
75.0%75.0% 25.0%25.0%

56.0%56.0% 44.0%44.0%

■年収の1/3以下　■年収の1/3を超える

20代

30代

40代

50代

60代以上

総計

60.0%60.0% 40.0%40.0%

56.2%56.2% 43.8%43.8%

51.4%51.4% 48.6%48.6%

61.3%61.3% 38.7%38.7%

66.7%66.7% 33.3%33.3%

56.0%56.0% 44.0%44.0%

■年収の1/3以下　■年収の1/3を超える
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4 セーフティネットの認知状況
　セーフティネットの認知・普及状況を確認するため、各窓口等に対する意識調査を行っ
た（なおここで言うセーフティネットとは広義のセーフティネットを指し、多重債務問題
を解決・支援することを目的に活動を行っている各種窓口等を指している）。
　本設問では、借入経験者（消費者）に加え一般消費者にも同様の質問をしているため、
その回答傾向を比較している。結果は、借入経験者（消費者）、一般消費者間の差異はさ
ほど見られず、両者共に、また全ての項目において 80～ 90％がその内容をよくわかっ
ていないという結果となった。
①一般消費者回答結果
　いずれの制度も「内容を理解していない」「まったく知らない」が 90％前後の比率であ
り、「内容や利用方法をよく知っている」という回答は、1％～ 2％にとどまった。

　図表5-24　セーフティネットの認知状況／一般消費者　

〈一般消費者　n＝3,329〉
国や都道府県、地方自
治体が設置している相

談窓口

国民生活センターなど
の団体の相談窓口

弁護士や司法書士、弁
護士会などの相談窓口

生活協同組合や労働金
庫、信用組合で行って

いる貸付制度

内容や利用方法について、よく知っている
46 46 74 34

1.4％ 1.4％ 2.2％ 1.0％

制度の内容や利用方法などについてある程
度理解している

240 300 332 181

7.2％ 9.0％ 10.0％ 5.4％

制度があるのは聞いたことはあるが、どの
ような制度なのかは理解していない

1,290 1,375 1,394 1,018

38.8％ 41.3％ 41.9％ 30.6％

まったく知らない
1,753 1,608 1,529 2,096

52.7％ 48.3％ 45.9％ 63.0％

合計
3,329 3,329 3,329 3,329

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

■内容や利用方法について、よく知っている　■制度の内容や利用方法などについてある程度理解している
■制度があるのは聞いたことはあるが、どのような制度なのかは理解していない　■まったく知らない

国や都道府県、地方自治体が
　　設置している相談窓口

国民生活センターなどの
　　　団体の相談窓口

　　弁護士や司法書士、
弁護士会などの相談窓口

　　生活協同組合や労働金庫、
信用組合で行っている貸付制度

1.4%1.4%

7.2%7.2%

38.8%38.8% 52.7%52.7%

1.4%1.4%

9.0%9.0% 41.3%41.3% 48.3%48.3%

2.2%2.2%

10.0%10.0% 41.9%41.9% 45.9%45.9%

1.0%1.0%

5.4%5.4%

30.6%30.6% 63.0%63.0%
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②借入経験者回答結果
　一般消費者と比較すると認知度は若干高くなるが、それでもいずれの制度も「内容を理
解していない」「まったく知らない」が 85％前後の比率であり、「内容や利用方法をよく
知っている」という回答は、2％～ 4％にとどまる結果となった。

　図表5-25　セーフティネットの認知状況／借入経験者　

〈借入経験者（消費者）　n＝3,177〉
国や都道府県、地方自
治体が設置している相

談窓口

国民生活センターなど
の団体の相談窓口

弁護士や司法書士、弁
護士会などの相談窓口

生活協同組合や労働金
庫、信用組合で行って

いる貸付制度

内容や利用方法について、よく知っている
78 78 120 63

2.5％ 2.5％ 3.8％ 2.0％

制度の内容や利用方法などについてある程
度理解している

374 432 492 295

11.8％ 13.6％ 15.5％ 9.3％

制度があるのは聞いたことはあるが、どの
ような制度なのかは理解していない

1,351 1,408 1,408 1,076

42.5％ 44.3％ 44.3％ 33.9％

まったく知らない
1,374 1,259 1,157 1,743

43.2％ 39.6％ 36.4％ 54.9％

合計
3,177 3,177 3,177 3,177

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

■内容や利用方法について、よく知っている　■制度の内容や利用方法などについてある程度理解している
■制度があるのは聞いたことはあるが、どのような制度なのかは理解していない　■まったく知らない

国や都道府県、地方自治体が
　　設置している相談窓口

国民生活センターなどの
　　　団体の相談窓口

　　弁護士や司法書士、
弁護士会などの相談窓口

　　生活協同組合や労働金庫、
信用組合で行っている貸付制度

2.5%2.5%

11.8%11.8% 42.5%42.5% 43.2%43.2%

2.5%2.5%

13.6%13.6% 44.3%44.3% 39.6%39.6%

15.5%15.5%

3.8%3.8%

44.3%44.3% 36.4%36.4%

9.3%9.3%

2.0%2.0%

33.9%33.9% 54.9%54.9%
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5 ヤミ金融被害の状況について
①ヤミ金融との接触の有無と接触方法
　借入利用者（現在残高あり）のうち約 12.2％がヤミ金融利用経験者であり、うち 2.8
％は現在もヤミ金融被害にあっている。
　接触方法は多岐にわたっているが、「友人・知人の紹介」（22.1％）、「新聞広告（スポ
ーツ／夕刊紙を含む）」（22.1％）、「ダイレクトメール」（19.2％）、「インターネット広告」
（19.2％）、「折込チラシ」（16.3％）、等が中心的役割を担っているようである。

　図表5-26　ヤミ金融との接触の有無　

〈n＝851（注）〉

選択肢 回答数 回答率

借りたことがある（現在も残高あり） 24 2.8％

借りたことがある（現在は残高なし） 80 9.4％

借りたことはない 743 87.3％

わからない／答えたくない 4 0.5％

合計 851 100.0％

（注） 借入利用者（現在残高あり）の 843名に、ヤミ金融からのみ借
入れを行っている 8名を合計した。

　図表5-27　ヤミ金融との接触方法　
〈借入利用者（現在残高あり）　n＝851名中、ヤミ金融経験者　n＝104〉

選択肢 回答数 回答率

インターネット広告 20 19.2％

折込チラシ 17 16.3％

雑誌広告 15 14.4％

新聞広告（スポーツ／夕刊紙を含む） 23 22.1％

電柱広告 8 7.7％

パチンコ店等の遊戯施設等での直接勧誘 5 4.8％

勧誘の電話・FAX 11 10.6％

ダイレクトメール 20 19.2％

口コミや友人・知人の紹介 23 22.1％

その他 20 19.2％

回答者数 104 -

（注）重複回答があるため nは一致しない。

■借りたことがある（現在も残高あり）
■借りたことがある（現在は残高なし）
■借りたことはない
■わからない／答えたくない

87.3%87.3%

9.4%9.4%

0.5%0.5% 2.8%2.8%

インターネット広告

折込チラシ

雑誌広告

新聞広告（スポーツ
／夕刊紙を含む）

電柱広告

パチンコ店等の遊戯
施設等での直接勧誘

勧誘の電話・FAX

ダイレクトメール

口コミや友人・
知人の紹介

その他

19.2%19.2%

16.3%16.3%

14.4%14.4%

22.1%22.1%

7.7%7.7%

4.8%4.8%

10.6%10.6%

19.2%19.2%

22.1%22.1%

19.2%19.2%



127

②資金使途と利用した理由
　ヤミ金融利用経験者の資金使途は、32％が生活費の補てんであり、ついで事業資金の
補てん（15％）、その他の借入金返済への充当（14％）と続く。
　ヤミ金融を利用した理由は、「緊急性の資金」が 52.9％で過半数を占め、次いで「正規
業者からの借入れが不可だった」（38.5％）と続く。緊急性がヤミ金融利用の主要因とは
考えにくいため、90％以上の利用者は、「緊急で資金が必要だが、正規事業者からの借入
れが不可能」という理由で利用していると思われる。また、「非正規業者と知らなかった」
という理由も 27.9％を占めている。

　図表5-28　ヤミ金融利用経験者の資金使途　
〈ヤミ金融利用経験者104名中、資金使途についての回答者n＝100〉

　図表5-29　ヤミ金融利用経験者の利用理由　
〈借入利用者（現在借入残高あり）851名中、ヤミ金融利用経験者　n＝104〉

選択肢 回答数 回答率

正規の貸金業者がどこも貸付け
を行ってくれなかったから 40 38.5％

ヤミ金融等非正規業者だと分か
らなかった 29 27.9％

以前から知っていた事業者だっ
たから 5 4.8％

緊急にお金が必要になったから 55 52.9％

その他 3 2.9％

回答者数 104 -

（注）重複回答があるため nは一致しない。

生活費の補てん

その他の借入金返済への充当

医療費

冠婚葬祭費

物品購入

レジャー／旅行

趣味／娯楽（非ギャンブル）

ギャンブル費

お小遣いの補てん

教育費

事業資金の補てん

その他

32.0%32.0%
14.0%14.0%

4.0%4.0%
2.0%2.0%

4.0%4.0%
10.0%10.0%

7.0%7.0%
4.0%4.0%

1.0%1.0%
3.0%3.0%

15.0%15.0%
4.0%4.0%

　　　　正規の貸金業者がどこも
貸付けを行ってくれなかったから

ヤミ金融等非正規業者
だと分からなかった

以前から知っていた
事業者だったから

　　緊急にお金が
必要になったから

その他

38.5%38.5%

27.9%27.9%

4.8%4.8%

52.9%52.9%

2.9%2.9%
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③ヤミ金融利用者のセーフティネット利用経験
　「弁護士や司法書士、弁護士会などの相談窓口」「生活協同組合や労働金庫、信用組合で
行っている貸付制度」については、半数以上の方が「利用したことがある /現在も利用し
ている」と回答したが「国民生活センターなどの団体の窓口」や「国や都道府県、地方自
治体が設置している相談窓口」については、30～ 40％の方が「利用したことがある /現
在も利用している」と回答したにとどまった。

　図表5-30　ヤミ金融利用経験者のセーフティネット利用有無　

〈借入利用者（現在借入残高あり）851名中、ヤミ金融利用経験者　n＝104〉

利用したことがある
／現在利用している 利用したことはない 合計

国や都道府県、地方自治体が設置して
いる相談窓口

13 19 32

40.6％ 59.4％ 100.0％

国民生活センターなどの団体の窓口
10 20 30

33.3％ 66.7％ 100.0％

弁護士や司法書士、弁護士会などの相
談窓口

19 16 35

54.3％ 45.7％ 100.0％

生活協同組合や労働金庫、信用組合で
行っている貸付制度

15 9 24

62.5％ 37.5％ 100.0％

国や都道府県、地方自治体が
　　設置している相談窓口

国民生活センター
などの団体の窓口

　　弁護士や司法書士、
弁護士会などの相談窓口

　　生活協同組合や労働金庫、
信用組合で行っている貸付制度

40.6%40.6% 59.4%59.4%

33.3%33.3% 66.7%66.7%

54.3%54.3% 45.7%45.7%

62.5%62.5% 37.5%37.5%

■利用したことがある／現在利用している　■利用したことはない
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④ヤミ金融利用者の属性
　年収 200 万円以上～ 300 万円未満が 16.3％を占めたが、100 万円以上～ 800 万円未
満まで、全ての年収層においてヤミ金融被害者が存在していることが分かった。職業では
給与所得者が 63.5％と半数以上を占めるが、自営業者も 10.6％がヤミ金融被害にあって
いる。被害金額は、10万円以下までで約 47％を占め、50万円以下までで約 78％を占め
る。返済期間は 3ヵ月以下までで約 39％を占め、12ヵ月以下までで約 77％を占める。

　図表5-31　ヤミ金融利用経験者の属性　
〈ヤミ金融利用経験者　n＝104〉

■個人年収

選択肢 回答数 回答率

収入はない 4 3.8％

100万円未満 8 7.7％

100万円以上～200万円未満 8 7.7％

200万円以上～300万円未満 17 16.3％

300万円以上～400万円未満 14 13.5％

400万円以上～500万円未満 6 5.8％

500万円以上～600万円未満 14 13.5％

600万円以上～700万円未満 14 13.5％

700万円以上～800万円未満 11 10.6％

800万円以上～1,000万円未満 3 2.9％

1,000万円以上 5 4.8％

合計 104 100.0％

■職業

選択肢 回答数 回答率

給与所得者 66 63.5％

経営者・役員 6 5.8％

専門職 3 2.9％

自営業 11 10.6％

農林漁業 1 1.0％

フリーター等 1 1.0％

専業主婦 4 3.8％

兼業主婦 2 1.9％

無職 3 2.9％

その他 7 6.7％

合計 104 100.0％

収入はない

100万円未満

100万円以上～200万円未満

200万円以上～300万円未満

300万円以上～400万円未満

400万円以上～500万円未満

500万円以上～600万円未満

600万円以上～700万円未満

700万円以上～800万円未満

800万円以上～1,000万円未満

1,000万円以上

3.8%3.8%

7.7%7.7%

7.7%7.7%

16.3%16.3%

13.5%13.5%

5.8%5.8%

13.5%13.5%

13.5%13.5%

10.6%10.6%

2.9%2.9%

4.8%4.8%

給与所得者

経営者・役員

専門職

自営業

農林漁業

フリーター等

専業主婦

兼業主婦

無職

その他

63.5%63.5%

5.8%5.8%

2.9%2.9%

10.6%10.6%

1.0%1.0%

1.0%1.0%

3.8%3.8%

1.9%1.9%

2.9%2.9%

6.7%6.7%
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　図表5-32　ヤミ金融利用経験者のヤミ金融からの借入金総額　
〈ヤミ金融利用経験者　n＝104〉

金額 回答数 回答率

～10万円 49 47.1％

11～20万円 4 3.8％

21～50万円 28 26.9％

51～100万円 12 11.5％

101～200万円 4 3.8％

201～300万円 3 2.9％

301～400万円 0 0.0％

401～500万円 1 1.0％

501万円以上 3 2.9％

合計 104 100.0％

　図表5-33　ヤミ金融利用経験者の平均返済期間　
〈ヤミ金融利用経験者　n＝104〉

平均返済期間 回答数 回答率

～３ヵ月 40 38.5％

～６ヵ月 15 14.4％

～９ヵ月 1 1.0％

～12ヵ月 24 23.1％

～18ヵ月 5 4.8％

～24ヵ月 7 6.7％

～36ヵ月 6 5.8％

～48ヵ月 3 2.9％

49ヵ月以上 3 2.9％

合計 104 100.0％

～10万円

11～20万円

21～50万円

51～100万円

101～200万円

201～300万円

301～400万円

401～500万円

501万円以上

47.1%47.1%

3.8%3.8%

26.9%26.9%

11.5%11.5%

3.8%3.8%

2.9%2.9%

0.0%0.0%

1.0%1.0%

2.9%2.9%

～３ヵ月

～６ヵ月

～９ヵ月

～12ヵ月

～18ヵ月

～24ヵ月

～36ヵ月

～48ヵ月

49ヵ月以上

38.5%38.5%

14.4%14.4%

1.0%1.0%

23.1%23.1%

4.8%4.8%

6.7%6.7%

5.8%5.8%

2.9%2.9%

2.9%2.9%
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3 経営者・個人事業主向けアンケート調査結果

1 申込み・利用の状況
①事業性資金の借入先
　経営者・個人事業主に対して事業性資金の借入先について、本調査に先立ちプレ調査を
行った（回答者数：131,286 名）。有効回答者数 16,773 名のうち、現在借入れのある
8,209 名では、「銀行」（54％）、「信用金庫・信用組合」（34％）、「日本政策金融公庫（旧
国民生活金融公庫、旧中小企業金融公庫など）」（30％）が上位を占めたが、「貸金業者」（13
％）も一定の比率を占める結果となった。一方で、業者以外からの借入行動を起こす「親
族・友人・知人」（13％）という回答も「貸金業者」と同水準であった。
　また、別の調査からは経営者・個人事業主の 22.3％は、事業用資金以外の名目で個人
として借り入れた借入金を、事業用資金に転用中であることも判明。過去に転用した経験
者を含めると、約 4割が個人での借入金を事業資金として転用している結果となった。

　図表5-34　事業性資金の借入先　

選択肢 回答数 回答率

銀行 4,447 54.2％

信用金庫・信用組合 2,757 33.6％

日本政策金融公庫（旧国民生活金融公庫、
旧中小企業金融公庫など） 2,505 30.5％

その他金融機関 359 4.4％

貸金業者（クレジット・信販会社含む） 1,060 12.9％

地方自治体 212 2.6％

親族・友人・知人 1,066 13.0％

ヤミ金融等非正規金融業者 45 0.5％

その他 145 1.8％

回答者数小計 8,209 -

現在、借入はない 8,564 -

回答者数合計 16,773 -

（注） 実質的に事業用資金として利用した借入金
であっても、事業用資金以外の名目や理由
で借り入れた借入先は対象外とした。

銀行

信用金庫・信用組合
　　　　日本政策金融公庫
　　（旧国民生活金融公庫、
　旧中小企業金融公庫など）

その他金融機関

　　　　　　　　貸金業者
（クレジット・信販会社含む）

地方自治体

親族・友人・知人

ヤミ金融等非正規金融業者

その他

54.2%54.2%

33.6%33.6%

30.5%30.5%

4.4%4.4%

12.9%12.9%

2.6%2.6%

13.0%13.0%

0.5%0.5%

1.8%1.8%
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　図表5-35　事業性資金の借入先／資本金2,000万円未満の事業主　

選択肢 回答数 回答率

銀行 3,075 49.8％

信用金庫・信用組合 2,036 33.0％

日本政策金融公庫（旧国民生活金融公庫、
旧中小企業金融公庫など） 1,802 29.2％

その他金融機関 245 4.0％

貸金業者（クレジット・信販会社含む） 969 15.7％

地方自治体 150 2.4％

親族・友人・知人 860 13.9％

ヤミ金融等非正規金融業者 32 0.5％

その他 83 1.3％

回答者数 6,172 -

（注１） 実質的に事業用資金として利用した借入
金であっても、事業用資金以外の名目や
理由で借り入れた借入先は対象外とした。

（注２）重複回答があるため nは一致しない。

　図表5-36　個人での借入れを事業性資金に転用したことのある経営者　
＜プレ調査数131,286人中、職業が経営者・個人事業主であり、かつ個人での借入経験のある方　n=10,014＞

選択肢 回答数 回答率

借入金を事業用資金に転用したことがある（現在も残高あり） 2,229 22.3％

借入金を事業用資金に転用したことがある（現在は残高なし） 1,686 16.8％

借入金を事業用資金に転用したことはない 6,099 60.9％

合計 10,014 100.0％

銀行

信用金庫・信用組合
　　　　日本政策金融公庫
　　（旧国民生活金融公庫、
　旧中小企業金融公庫など）

その他金融機関

　　　　　　　　貸金業者
（クレジット・信販会社含む）

地方自治体

親族・友人・知人

ヤミ金融等非正規金融業者

その他

49.8%49.8%

33.0%33.0%

29.2%29.2%

4.0%4.0%

15.7%15.7%

2.4%2.4%

13.9%13.9%

0.5%0.5%

1.3%1.3%

■借入金を事業用資金に転用したことがある
　（現在も残高あり）
■借入金を事業用資金に転用したことがある
　（現在は残高なし）
■借入金を事業用資金に転用したことはない

16.8%16.8%

22.3%22.3%

60.9%60.9%
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②貸金業者利用理由
　事業性資金を貸金業者から借り入れている回答者の借入理由を調査した。無担保で借入
れができたからが 59.7％を占め、次いで「手続きが簡単だから」（55.6％）、「保証人を
立てる必要がなかったから」（54.4％）と続く。

　図表5-37　貸金業者利用理由　
〈借入経験者（経営者・個人事業主）のうち、現在貸金業者に残高のある回答者　n＝518〉

選択肢 回答数 回答率

銀行・信用金庫・信用組合で借入れを断られたから 145 28.0％

無担保で借入れができたから 309 59.7％

保証人を立てる必要がなかったから 282 54.4％

手続きが簡単だから 288 55.6％

インターネットで手続きができたから 130 25.1％

審査が早かったから 193 37.3％

小額でも借入れができたから 192 37.1％

短期間でも借入れができたから 153 29.5％

なじみがあったから 43 8.3％

友人や知人の紹介があったから 15 2.9％

貸金業者（クレジット・信販会社含む）以外に借入先がなかったから 69 13.3％

至急に資金が必要だったから 142 27.4％

その他 15 2.9％

回答者数 518 -

（注）重複回答があるため nは一致しない。

銀行・信用金庫・信用組合で借入れを断られたから

無担保で借入れができたから

保証人を立てる必要がなかったから

手続きが簡単だから

インターネットで手続きができたから

審査が早かったから

小額でも借入れができたから

短期間でも借入れができたから

なじみがあったから

友人や知人の紹介があったから

貸金業者（クレジット・信販会社含む）以外に借入先がなかったから

至急に資金が必要だったから

その他

28.0%28.0%

59.7%59.7%

54.4%54.4%

55.6%55.6%

25.1%25.1%

37.3%37.3%

37.1%37.1%

29.5%29.5%

8.3%8.3%

2.9%2.9%

13.3%13.3%

27.4%27.4%

2.9%2.9%
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③借入申込結果
　直近１年間で貸金業者（クレジット・信販会社含む）へ借入れを申し込んだ経営者・個
人事業主に対し、その結果について調査を行った。
「希望通りの借入れができた」52.4％、「希望通りの借入れができなかった」47.6％とい
う回答結果となり、消費者調査結果と比べ、より厳しい状況であることが判明した。

　図表5-38　借入申込結果／経営者・個人事業主の借入経験者　
〈借入経験者（経営者・個人事業主）のうち、直近１年間で借入れを行った回答者　n＝481〉

選択肢 回答数 回答率

借入れを申し込み、希望通りの金額で借入れで
きた 252 52.4％

※「希望通り借入れができなかった」

借入れを申し込み、最終的に借入れはできたが、
希望通りの金額ではなかった（減額された） 106 22.0％

借入れを申し込み、希望通りの金額ではなかっ
たので、借入れをやめた 36 7.5％

借入れを申し込んだが、断られた 87 18.1％

小計 481 100.0％

借入れを申し込んでいない 610 -

わからない 26 -

合計 1,117 -

④借入れを断念した後の行動
　次に、希望通りの借入れができなかった先に対し、その後の行動について調査を行った。
調査は、前記設問で借入れを断念した資金需要者（経営者・個人事業主）（「希望通りの金
額ではなかったので借入れをやめた」「借入れを申し込んだが断られた」回答者 123 名）
の行動を対象とした。

■借入れを申し込み、希望通りの金額で借入れできた
■借入れを申し込み、最終的に借入れはできたが、希望通りの金額ではなかった
　（減額された）
■借入れを申し込み、希望通りの金額ではなかったので、借入れをやめた
■借入れを申し込んだが、断られた22.0%22.0%

52.4%52.4%
7.5%7.5%

18.1%18.1%
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　ここでは、「個人の消費を切り詰めて資金を捻出した」と半数以上（52％）が回答して
おり、経営者・個人事業主が自らの収入・給料を減らして事業を継続していることが判明。
その他では「家族や親族から借りた」（41％）、「取引先への支払いを先送りした」（33％）、
「税金や公共料金の支払いを先送りした」（27％）という回答が上位を占め、取引先等周
囲に影響を及ぼす対応もとられていることが判った。

　図表5-39　借入れを断念した資金需要者（経営者・個人事業主）の行動　
〈借入経験者（経営者・個人事業主）のうち、直近1年間で借入れを申し込んだが借入れを断念した回答者　n=123〉

選択肢 回答数 回答率

事業の規模を縮小し、リストラを行うことで資金を捻出した 10 8.1％

取引先への支払いを先送りした 41 33.3％

従業員の給与カットや解雇等により人件費を抑制した 12 9.8％

従業員への給与支払いを先送りした 10 8.1％

税金や公共料金の支払いを先送りした 33 26.8％

保有資産を売却して資金を捻出した 16 13.0％

個人の消費を切り詰めて資金を捻出した 64 52.0％

家族や親族、友人・知人から借りた 50 40.7％

ヤミ金融等非正規業者から借りた 7 5.7％

返済ができないため、他者や相談窓口に相談した 9 7.3％

事業の継続をあきらめ、自己破産等事業の清算手続きを行った 1 0.8％

その他 2 1.6％

わからない 5 4.1％

合計 123 -

（注）重複回答があるため nは一致しない。

事業の規模を縮小し、リストラを行うことで資金を捻出した

取引先への支払いを先送りした

従業員の給与カットや解雇等により人件費を抑制した

従業員への給与支払いを先送りした

税金や公共料金の支払いを先送りした

保有資産を売却して資金を捻出した

個人の消費を切り詰めて資金を捻出した

家族や親族、友人・知人から借りた

ヤミ金融等非正規業者から借りた

返済ができないため、他者や相談窓口に相談した

事業の継続をあきらめ、自己破産等事業の清算手続きを行った

その他

わからない

8.1%8.1%

33.3%33.3%

9.8%9.8%

8.1%8.1%

26.8%26.8%

13.0%13.0%

52.0%52.0%

40.7%40.7%

5.7%5.7%

7.3%7.3%

0.8%0.8%

1.6%1.6%

4.1%4.1%
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⑤融資姿勢
　最近 1年間程度での貸金業者との取引における貸金業者の融資姿勢の変化について調
査を行った。「借入金利が低くなった」（30.3％）、「新たな借入れや借入金の増額要請を
受けた」（14.5％）という回答の一方、「新たに借入れを申し込んだが断られた」（18.3％）
という回答も多く、貸金業者が融資先を選別していることを窺わせる結果となった。

　図表5-40　最近１年間程度で貸金業者との取引における融資姿勢　
〈借入経験者（経営者・個人事業主）のうち、現在貸金業者に残高のある回答者　n=518〉

選択肢 回答数 回答率

借入金利が低くなった 157 30.3％

借入金利が高くなった 28 5.4％

新たな借入れや借入金の増額要請を受けた 75 14.5％

新たに借入れを申し込んだが断られた 95 18.3％

借入金の一括返済の要請を受けた 29 5.6％

毎月の返済金額の増額要請を受けた 23 4.4％

追加担保を求められた 18 3.5％

新たな保証人を求められた 16 3.1％

特に何もない 243 46.9％

回答者数 518 -

（注）重複回答があるため nは一致しない。

　図表5-41　最近1年間程度での貸金業者との取引についての融資姿勢/資本金2,000万円未満の事業主　
〈上記回答者のうち資本金2,000万円未満の事業主　n=445〉

選択肢 回答数 回答率

借入金利が低くなった 134 30.1％

借入金利が高くなった 17 3.8％

新たな借入れや借入金の増額要請を受けた 60 13.5％

新たに借入れを申し込んだが断られた 69 15.5％

借入金の一括返済の要請を受けた 18 4.0％

毎月の返済金額の増額要請を受けた 16 3.6％

追加担保を求められた 6 1.3％

新たな保証人を求められた 9 2.0％

特に何もない 213 47.9％

回答者数 445 -

（注）重複回答があるため nは一致しない。

借入金利が低くなった

借入金利が高くなった

新たな借入れや借入金の
　　増額要請を受けた

　　　　新たに借入れを
申し込んだが断られた

借入金の一括返済の
　　要請を受けた

毎月の返済金額の
増額要請を受けた

追加担保を求められた

新たな保証人を
　求められた

特に何もない

30.3%30.3%

5.4%5.4%

14.5%14.5%

18.3%18.3%

5.6%5.6%

4.4%4.4%

3.5%3.5%

3.1%3.1%

46.9%46.9%

借入金利が低くなった

借入金利が高くなった

新たな借入れや借入金の
　　増額要請を受けた

　　　　新たに借入れを
申し込んだが断られた

借入金の一括返済の
　　要請を受けた

毎月の返済金額の
増額要請を受けた

追加担保を求められた

新たな保証人を
　求められた

特に何もない

30.1%30.1%

3.8%3.8%

13.5%13.5%

15.5%15.5%

4.0%4.0%

3.6%3.6%

1.3%1.3%

2.0%2.0%

47.9%47.9%
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⑥借入先選定の基準
　借入経験者の借入先選定の基準について調査した。「借入れするときの金利が低いかど
うか」（37.2％）、「必要な金額が借入れできるかどうか」（34％）が上位を占めた。

　図表5-42　借入先選定の基準　
〈借入経験者（経営者・個人事業主）　n=1,117〉

選択肢 回答数 回答率

インターネット等でのサービスが充実しているかどうか 41 3.7％

必要な金額が借入れできるかどうか 380 34.0％

借入れするときの手数料が低いかどうか 37 3.3％

借入れするときの金利が低いかどうか 416 37.2％

借入れするときの手続きが簡単かどうか 52 4.7％

審査が早いかどうか 71 6.4％

借入先の営業担当者の人柄や勧誘の態度に好感が持てるかどうか 16 1.4％

既に知っている借入先かどうか 20 1.8％

経営内容が健全で、名が通っているかどうか 84 7.5％

合計 1,117 100.0％

インターネット等でのサービス
　　が充実しているかどうか

必要な金額が借入れできるかどうか

借入れするときの手数料が低いかどうか

借入れするときの金利が低いかどうか

借入れするときの手続きが簡単かどうか

審査が早いかどうか

借入先の営業担当者の人柄や勧誘の
　　態度に好感が持てるかどうか

既に知っている借入れ先かどうか

　　経営内容が健全で、
名が通っているかどうか

3.7%3.7%

34.0%34.0%

3.3%3.3%

37.2%37.2%

4.7%4.7%

6.4%6.4%

1.4%1.4%

1.8%1.8%

7.5%7.5%
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2 貸金業法改正の認知状況
①経営者・個人事業主回答結果
　貸金業法の改正について「内容も含めてよく知っている」「ある程度は知っている」は
合わせて53％存在し、「聞いたことはあるが、内容は理解していない」「まったく知らない」
は合わせて 46％という結果となった。一般の資金需要者と比較して、経営者・個人事業
主の方が貸金業法改正についての認知度が高いという結果となった。

　図表5-43　改正貸金業法の認知状況　
〈借入経験者（経営者・個人事業主）　n＝1,117〉

選択肢
全体 資本金2,000万円

未満の事業主 自営業者・個人事業主

回答数 回答率 回答数 回答率 回答数 回答率

内容も含めてよく知っている 137 12.3％ 106 11.7％ 67 10.8％

詳しい内容はわからないがある程度は
知っている 460 41.2％ 371 41.1％ 245 39.6％

聞いたことはあるが、内容は理解して
いない 383 34.3％ 306 33.9％ 215 34.8％

まったく知らない 137 12.3％ 120 13.3％ 91 14.7％

合計 1,117 100.0％ 903 100.0％ 618 100.0％

■内容も含めてよく知っている　　　　　　　　■詳しい内容はわからないがある程度は知っている
■聞いたことはあるが、内容は理解していない　■まったく知らない　　　　　　　

全体

資本金2,000万円
　未満の事業主

自営業者・個人事業主

12.3%12.3% 41.2%41.2% 34.3%34.3% 12.3%12.3%

11.7%11.7% 41.1%41.1% 33.9%33.9% 13.3%13.3%

39.6%39.6%10.8%10.8% 34.8%34.8% 14.7%14.7%
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②個人での借入れができなくなった場合の事業の資金繰りへの影響
　経営者・個人事業主に対して、個人としての借入れができなくなった場合の、事業への
影響を調査した。全体として 57.9％の方が「事業の資金繰りに支障が生じる」と回答。
現在個人としての借入金を事業用資金に転用し、現在も残高のある方に限定した場合、
66.1％の方が「事業の資金繰りに支障が生じる」と回答した。

　図表5-44　個人での借入れができなくなった場合の事業の資金繰りへの影響　

〈借入経験者（経営者・個人事業主）　n＝1,117〉

選択肢
全体

借入金を事業用資金に
転用したことがある
（現在も残高あり）

回答数 回答率 回答数 回答率

影響はない 290 26.0％ 133 19.5％

影響がある（事業の資金繰りに支障が生じる） 647 57.9％ 451 66.1％

わからない 180 16.1％ 98 14.4％

合計 1,117 100.0％ 682 100.0％

全体

借入金を事業用資金に転用したことがある
　　　　　　　　　　（現在も残高あり）

26.0%26.0% 57.9%57.9% 16.1%16.1%

19.5%19.5% 66.1%66.1% 14.4%14.4%

■影響はない　■影響がある（事業の資金繰りに支障が生じる）　■わからない
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③貸金業法改正に伴う事業性資金調達環境の変化
　経営者・個人事業主に対して貸金業法改正に伴い、事業性資金調達環境がどのようにな
ることが望ましいのかを調査した。その結果「金利は従来より下がるが、借入額が減少す
る」よりは「借入額が従来通り確保でき、金利も従来通りの水準」の方を望む傾向との結
果となった。

　図表5-45　貸金業法改正に伴う事業性資金調達環境の変化　

〈借入経験者（経営者・個人事業主）　n＝1,117〉

これまで通り必要額の
融資を受けられ、金利
は従来より下がる

借入額が従来通り
確保でき、金利も
従来通りの水準

金利は従来より
下がるが、借入額は

減少する

金利は下がるが
借入れができなくなる

回答数 回答率 回答数 回答率 回答数 回答率 回答数 回答率

１位 792 70.9％ 91 8.1％ 105 9.4％ 129 11.5％

２位 97 8.7％ 609 54.5％ 319 28.6％ 91 8.1％

３位 122 10.9％ 255 22.8％ 621 55.6％ 118 10.6％

４位 105 9.4％ 161 14.4％ 72 6.4％ 777 69.6％

無回答 1 0.1％ 1 0.1％ 0 0.0％ 2 0.2％

合計 1,117 100.0％ 1,117 100.0％ 1,117 100.0％ 1,117 100.0％

（注１）　 本設問はどのような状況になるのが好ましいかについて、１位～４位までの順位を記入して頂く設問とした。そのた
め、各選択肢において、回答者の選択した順位が最も多いものを、当該選択肢の順位とみなす。

■1位　■2位　■3位　■4位　■無回答

これまで通り必要額の融資を受けられ、
　　　　　　金利は従来より下がる

借入額が従来通り確保でき、
　金利も従来通りの水準

金利は従来より下がるが、
　　借入額は減少する

　　　金利は下がるが
借入れができなくなる

70.9%70.9% 8.7%8.7% 10.9%10.9% 9.4%9.4%

0.1%0.1%

8.1%8.1% 54.5%54.5% 22.8%22.8% 14.4%14.4%

0.1%0.1%

9.4%9.4% 28.6%28.6% 55.6%55.6% 6.4%6.4%

11.5%11.5% 8.1%8.1% 10.6%10.6% 69.6%69.6%

0.2%0.2%
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3 ヤミ金融被害の状況について
①ヤミ金融との接触の有無
　経営者・個人事業主の借入経験者では、10.8％がヤミ金利用経験者であり、うち4％は
現在もヤミ金融被害にあっている。
　接触方法は多岐にわたっているが、「インターネット広告」（24.8％）、「友人・知人の
紹介」（24.0％）、「ダイレクトメール」（9.9％）、「折込チラシ」（7.4％）、等が中心的役
割を担っているようである。

　図表5-46　ヤミ金融との接触の有無　
〈借入経験者（経営者・個人事業主）　n＝1,117〉

選択肢 回答数 回答率

借りたことがある（現在も残高あり） 45 4.0％

借りたことがある（現在は残高なし） 76 6.8％

借りたことはない 974 87.2％

わからない／答えたくない 22 2.0％

合計 1,117 100.0％

　図表5-47　ヤミ金融の認知経路　
〈ヤミ金融利用経験者　n＝121〉

選択肢 回答数 回答率

インターネット広告 30 24.8％

折込チラシ 9 7.4％

雑誌広告 4 3.3％

新聞広告（スポーツ／夕刊紙を含む） 6 5.0％

電柱広告 5 4.1％

パチンコ店等の遊戯施設等での直接勧誘 2 1.7％

勧誘の電話・FAX 7 5.8％

ダイレクトメール 12 9.9％

口コミや友人・知人の紹介 35 28.9％

その他 11 9.1％

回答者数 121 -

6.8%6.8%

87.2%87.2%

4.0%4.0%2.0%2.0%

■借りたことがある（現在も残高あり）
■借りたことがある（現在は残高なし）
■借りたことはない
■わからない／答えたくない

インターネット広告

折込チラシ

雑誌広告

新聞広告（スポーツ
／夕刊紙を含む）

電柱広告

パチンコ店等の遊戯
施設等での直接勧誘

勧誘の電話・FAX

ダイレクトメール

口コミや友人・
知人の紹介

その他

24.8%24.8%

7.4%7.4%

3.3%3.3%

5.0%5.0%

4.1%4.1%

1.7%1.7%

5.8%5.8%

9.9%9.9%

28.9%28.9%

9.1%9.1%
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②利用したヤミ金融の社数
　利用したヤミ金融の数は「1社」が57.9％で、「複数（社）」が42.1％という結果であり、
うち「5社以上」の回答も 6.6％存在した。
　ヤミ金融を利用した理由は、「緊急性の資金」が 54.5％で過半数を占め、次いで「正規
業者からの借入れが不可だった」（43.8％）と続く。緊急性がヤミ金融利用の主要因とは
考えにくいため、90％以上の利用者は、「緊急で資金が必要だが、正規事業者からの借入
れが不可能」という理由で利用していると思われる。また、「非正規業者と知らなかった」
という理由も 20.7％を占めている。

　図表5-48　ヤミ金融の利用社数　
〈ヤミ金融利用経験者　n＝121〉

選択肢 回答数 回答率

１社 70 57.9％

２社 33 27.3％

３社 8 6.6％

４社 2 1.7％

５社以上 8 6.6％

合計 121 100.0％

　図表5-49　ヤミ金融被害者の借入理由　

〈ヤミ金融利用経験者　n＝121〉

選択肢 回答数 回答率

正規の貸金業者がどこも貸付けを行ってくれなかったから 53 43.8％

ヤミ金融等非正規業者だと分からなかった 25 20.7％

以前から知っていた事業者だったから 17 14.0％

緊急にお金が必要になったから 66 54.5％

その他 2 1.7％

回答者数 121 -

3社(6.6%)3社(6.6%)

1社
(57.9%)
1社

(57.9%)
2社

(27.3%)
2社

(27.3%)

4社(1.7%)4社(1.7%) 5社以上(6.6%)5社以上(6.6%)

正規の貸金業者がどこも貸付けを行ってくれなかったから

ヤミ金融等非正規業者だと分からなかった

以前から知っていた事業者だったから

緊急にお金が必要になったから

その他

43.8%43.8%

20.7%20.7%

14.0%14.0%

54.5%54.5%

1.7%1.7%
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③ヤミ金融利用経験者の属性
　ヤミ金融利用経験者の約半数が自営業者、約半数が会社法人との結果となった。会社法
人については、資本金の金額に関わらずヤミ金融被害者が存在していることが分かった。
業種ではサービス業が24.8％と最も多く、次いで「建設業」（17.4％）、「小売業」（13.2％）、
「製造業」（10.7％）と続く。

　図表5-50　ヤミ金融利用経験者の属性　
〈ヤミ金融利用経験者　n＝121〉

■資本金

回答数 回答率

自営業者・個人事業者 63 52.1％

会社法人
資本金2,000万円未満 28 23.1％

資本金2,000万円以上 21 17.4％

その他の事業形態 9 7.4％

合計 121 100.0％

■業種

選択肢 回答数 回答率

建設業 21 17.4％

製造業 13 10.7％

卸売業 8 6.6％

小売業 16 13.2％

飲食店 7 5.8％

不動産業 6 5.0％

宿泊業 1 0.8％

運輸業 5 4.1％

情報通信業 5 4.1％

金融・保険業 3 2.5％

医療・福祉 2 1.7％

教育 1 0.8％

サービス業 30 24.8％

その他 3 2.5％

合計 121 100.0％

自営業者・
個人事業者

　会社法人
（2,000万円未満）

　会社法人
（2,000万円以上）

その他の
事業形態

52.1%52.1%

23.1%23.1%

17.4%17.4%

7.4%7.4%

建設業

製造業

卸売業

小売業

飲食店

不動産業

宿泊業

運輸業

情報通信業

金融・保険業

医療・福祉

教育

サービス業

その他

17.4%17.4%

10.7%10.7%

6.6%6.6%

13.2%13.2%

5.8%5.8%

5.0%5.0%

0.8%0.8%

4.1%4.1%

4.1%4.1%

2.5%2.5%

1.7%1.7%

0.8%0.8%

24.8%24.8%

2.5%2.5%
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　図表5-51　ヤミ金融利用経験者のヤミ金融からの借入金総額　
〈ヤミ金融利用経験者　n＝121〉

選択肢
全体 資本金2,000万円

未満の事業主

回答数 回答率 回答数 回答率

～10万円 9 7.4％ 9 9.9％

11～20万円 8 6.6％ 7 7.7％

21～50万円 22 18.2％ 20 22.0％

51～100万円 15 12.4％ 12 13.2％

101～200万円 20 16.5％ 15 16.5％

201～300万円 7 5.8％ 5 5.5％

301～400万円 6 5.0％ 6 6.6％

401～500万円 2 1.7％ 1 1.1％

501～700万円 2 1.7％ 2 2.2％

701～1,000万円 9 7.4％ 5 5.5％

1,001～1,500万円 1 0.8％ 0 0.0％

1,501～2,000万円 5 4.1％ 4 4.4％

2,001～3,000万円 4 3.3％ 3 3.3％

3,001～5,000万円 3 2.5％ 1 1.1％

5,001万円以上 8 6.6％ 1 1.1％

合計 121 100.0％ 91 100.0％

　図表5-52　ヤミ金融利用経験者の平均返済期間　
〈ヤミ金融利用経験者　n＝121〉

選択肢
全体 資本金2,000万円

未満の事業主

回答数 回答率 回答数 回答率

～３ヵ月 29 24.0％ 24 26.4％

～６ヵ月 11 9.1％ 6 6.6％

～９ヵ月 3 2.5％ 3 3.3％

～12ヵ月 27 22.3％ 21 23.1％

～18ヵ月 11 9.1％ 10 11.0％

～24ヵ月 13 10.7％ 11 12.1％

～36ヵ月 8 6.6％ 6 6.6％

～48ヵ月 9 7.4％ 5 5.5％

49ヵ月以上 10 8.3％ 5 5.5％

合計 121 100.0％ 91 100.0％

～10万円

11～20万円

21～50万円

51～100万円

101～200万円

201～300万円

301～400万円

401～500万円

501～700万円

701～1,000万円

1,001～1,500万円

1,501～2,000万円

2,001～3,000万円

3,001～5,000万円

5,001万円以上
■全体　
■資本金2,000万円未満
　の事業主

7.4%7.4%
9.9%9.9%

6.6%6.6%
7.7%7.7%

18.2%18.2%
22.0%22.0%

12.4%12.4%
13.2%13.2%

16.5%16.5%
16.5%16.5%

5.8%5.8%
5.5%5.5%

5.0%5.0%
6.6%6.6%

1.7%1.7%
1.1%1.1%

1.7%1.7%
2.2%2.2%

7.4%7.4%
5.5%5.5%

0.8%0.8%
0.0%0.0%

4.1%4.1%
4.4%4.4%

3.3%3.3%
3.3%3.3%

2.5%2.5%
1.1%1.1%

6.6%6.6%
1.1%1.1%

～３ヵ月

～６ヵ月

～９ヵ月

～12ヵ月

～18ヵ月

～24ヵ月

～36ヵ月

～48ヵ月

49ヵ月以上
■全体　
■資本金2,000万円未満の
　事業主

24.0%24.0%

9.1%9.1%

2.5%2.5%

22.3%22.3%

9.1%9.1%

10.7%10.7%

6.6%6.6%

7.4%7.4%

8.3%8.3%

26.4%26.4%

6.6%6.6%

3.3%3.3%

23.1%23.1%

11.0%11.0%

12.1%12.1%

6.6%6.6%

5.5%5.5%

5.5%5.5%
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4 本章のまとめ

1 消費者調査より
〈消費者金融の借入状況〉
①直近の借入動向
●直近 1年間で消費者金融会社に借入れ
を申し込んだ回答者のうち、「最終的に
希望通りの金額で借入れできた」割合は
約 6割となったが、約 4割は「希望通
りの借入れができなかった」「最終的に
借入れを断られた」という結果となった。
（注 1）（注 2）

②希望通り借入れできなかった場合の行動
●希望通りの借入れができなかった回答者
に対し、その後の行動について調査を行
ったところ、「支出をあきらめた」（57％）
や「家族や親族から借りた」（20％）、「パ
ートやアルバイトなど収入を増やす努力
をした」（15％）、「友人・知人から借りた」
（12％）という回答が上位を占めた。
（注１）　本調査では最終的な借入れ結果を聞い

ており、回答者が複数の申込み後に借
入れできたケースも含まれるため、契
約件数を申込件数で除したいわゆる
「成約率」とは概念が異なる。（「貸金
業者の経営実態等に関する調査」報告
（2008年 10月 30日、報道発表）の
内容『申込件数の 4件に 3件は断っ
ている状況』とは概念が異なることに
留意。）

（注２）　上記「貸金業者の経営実態等に関する
調査」報告では、貸金業者が上限金利
引下げ対応の為これまでに初期審査を
厳格化したことが判明しており、その
影響が本調査からも伺われる結果とな
っている。また同調査からは、今後の
総量規制導入に際しても貸金業者が初
期審査を再度厳格化することが判明し
ており、今後希望者通りの借入れがで
きなくなる割合の増加が懸念される。

〈総量規制の影響〉
①抵触すると想定される層
●借入総額の年収に占める割合を調査した
ところ、消費者金融の借入利用者（現在
残高あり）の 44％が年収の 1/3 を超え
る借入れがある（総量規制に抵触する）
と回答した（注３）。

②総量規制に抵触した際の行動
●新たな借入れができなくなった場合の行
動は、「生活費を切り詰める」（47％）、「ア
ルバイト等により収入を増やす」（18
％）、「毎月のやりくりの中で返済する」
（10％）という回答が上位を占めた一方、
業者以外からの借入行動を起こす「家族
や親族、友人・知人から借りる」（12％）
という回答も一定割合を占める結果とな
った。
●一方、約 2％は「ヤミ金融等非正規業者
から借りる」と回答。
（注３）　貸金業者に借り手の返済能力を超える

貸付けを禁止する規制（一部の例外的
な契約を除き、総借入残高が借り手の
年収の 3分の 1を超える貸付けを禁
止したもの）。総量規制に抵触した場
合、利用限度額の減額等で新たな借入
れはできなくなり（除外・例外の借入
れは除く）、借入額が年収等の 3分の
1未満になるまで返済のみの取引とな
る。

〈貸金業法改正の認知状況〉
①貸金業法改正の認知度
●貸金業法改正（注４）について、「知って
いる」という回答（「内容も含めてよく
知っている」「ある程度は知っている」
の合計）は21％にとどまり、「知らない」
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という回答（「内容を理解していない」「改
正されたことを知らない」「貸金業法を
知らない」の合計）が、79％となった。
また、借入利用者（現在残高あり）に限
定すると、認知率は若干高まるが、「知
っている」が 40％、「知らない」が 60
％となった。

●認知状況を属性で見ると、特に専業主婦
（注 5）による認知が低く、現在借入れを
行っている回答者でも、「内容を含めて
よく知っている」0％、「ある程度は知
っている」15％にとどまり、残り 85％
が業法改正を「理解していない」「知ら
ない」と回答。

②改正内容の認知状況
●借入利用者（現在残高あり）調査におけ
る「知っている」回答者が、どのような
改正内容を知っているのかについて調査
をしたところ、「上限金利の引下げ」に
ついては 85％の回答率で、認知率は 34
％であったが、その他の項目（総量規制、
収入証明の提出、信用情報機関への登録、
等）の認知率は5～15％以下となった。
●一般消費者の貸金業法改正の認知率は 2
割程度。借入利用者（現在残高あり）に
限定しても 4割程度。かつそのほとん
どは「上限金利の引下げ」をもって貸金
業法改正と認識している状況が明らかと
なった。
（注 4）　2006年 12月 13日、「上限金利の引

下げ」「総量規制の導入」「貸金業の適
正化」等を柱に、「貸金業の規制等に
関する法律等の一部を改正する法律」
が成立。

（注 5）　総量規制により専業主婦（夫）の借入
れは配偶者と合わせた年収の 3分の
1までとなり、借入れに際しては配偶
者の同意、夫婦関係の証明書の提出が
必要となる。

〈セーフティネットの認知状況〉
①セーフティネットの認知率
●一般消費者調査では、「国や都道府県な
どが設置している相談窓口」「国民生活
センターなどの相談窓口」「弁護士や司
法書士などの相談窓口」「生活協同組合
や労働金庫などで行っている貸付け」の
いずれの制度についても「内容を理解し
ていない」「まったく知らない」が 90％
前後の比率を占め、「内容や利用方法を
よく知っている」「ある程度理解している」
と回答した割合は、10％前後という結
果になった。
●同調査を借入経験者に限定して実施して
も、「内容を理解していない」「まったく
知らない」が 85％前後の比率を占め一
般消費者と同程度の低い認知率となって
いる。

〈ヤミ金融被害状況〉
●借入利用者（現在残高あり）のうち約
12％がヤミ金融利用経験者であり、う
ち 3％は現在もヤミ金融被害にあってい
る。
●ヤミ金融との接触方法は、「口コミや友
人・知人の紹介」と「新聞広告」が 22
％で最も高く、「ダイレクトメール」（19
％）、「インターネット広告」（19％）「折
込チラシ」（16％）が続く結果となった。
●資金使途は、「生活費の補てん」（32％）、
「事業資金の補てん」（15％）、「その他
の借入金返済への充当」（14％）が上位
を占めた。
●利用理由は、「緊急にお金が必要になった」
が 53％で過半数を占め、次いで「正規
の貸金業者がどこも貸付けを行ってくれ
なかったから」（39％）となった。
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2 経営者・個人事業主調査より
〈事業性資金の借入状況〉
①事業性資金の借入先
●経営者・個人事業主による事業性資金の
借入先としては、「銀行」（54％）、「信
用金庫・信用組合」（34％）、「日本政策
金融公庫（旧国民生活金融公庫、旧中小
企業金融公庫など）」（31％）が上位を
占め、「貸金業者」（13％）がそれに続く。
一方、業者以外からの借入行動を起こす
「親族・友人・知人」（13％）という回
答も一定割合を占める結果となった。

●また経営者・個人事業主の 22％は、事
業用資金以外の名目で個人として借り入
れた借入金を、事業用資金に転用中であ
ることも判明。過去に転用した経験者を
含めると、約４割が転用をしている結果
となった。

②直近の借入動向
●直近 1年間で借入れを申し込んだ回答
者（経営者・個人事業主）のうち、「最
終的に希望通りの金額で借入れできた」
割合は約5割となったが、約5割は「希
望通りの借入れができなかった」「最終
的に借入れを断られた」という結果とな
っており、消費者調査と比べ、厳しい状
況となっていることが判明した。

●経営者・個人事業主の借入利用者（現在
残高あり）に、直近 1年間の取引にお
いて変化した項目を調査したところ、「借
入金利が低くなった」（30％）、「新たな
借入れや借入金の増額要請を受けた」
（15％）という回答がある一方で、「新
たに借入れを申し込んだが断られた」
（18％）という回答も多く、貸金業者が
融資先を選別していることを窺わせる結
果となった。

③希望通り借入れできなかった場合の行動
●希望通りの借入れができなかった回答者
に対し、その後の行動について調査を行
ったところ、「個人の消費を切り詰めて
資金を捻出した」と半数以上（52％）
が回答しており、経営者・個人事業主が
自らの収入・給料を減らして事業を継続
していることが判明。その他では「家族
や親族から借りた」（41％）、「取引先へ
の支払いを先送りした」（33％）、「税金
や公共料金の支払いを先送りした」（27
％）という回答が上位を占め、取引先等
周囲に影響を及ぼす行動をとらざるを得
ないことが分かった。

〈ヤミ金融被害状況〉
●経営者・個人事業主の借入経験者では、
約 11％がヤミ金融利用経験者であり、
うち 4％は現在もヤミ金融被害にあって
いる。
●利用したヤミ金融の数も「１社」が 58
％で、「複数（社）」が 42％という結果
であり、うち「5件以上」の回答も 7％
存在した。
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